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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

４

告

示
（
選
）

○
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人

名
簿
の
登
録
基
準
日
、
登
録
日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
い
て
候
補
者

届
出
政
党
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送

事
業
者
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公

告

○
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長

の
事
務
を
行
う
場
所
…
…
…
…（
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
）…
一

○
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
分

会
長
の
事
務
を
行
う
場
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ

の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届

出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
予
定
の
衆
議
院
（
小

選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て

被
登
録
資
格
の
決
定
の
基
準
と
な
る
日
及
び
登
録
を
行
う
日
を
次
の

と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

基
準
と
な
る
日

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
。
た
だ
し
、
年
齢
に
つ

い
て
は
、
同
年
二
月
八
日

登
録
を
行
う
日

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程
（
平
成
六
年
自
治
省
告
示
第

百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
八

日
執
行
予
定
の
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
い
て
、

候
補
者
届
出
政
党
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
基
幹
放
送
事

業
者
及
び
政
見
放
送
の
回
数
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

こ
の
場
合
、
ラ
ジ
オ
放
送
は
三
放
送
局
が
分
担
す
る
も
の
と
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一

基
幹
放
送
事
業
者
及
び
回
数

放
送
の

区
分

基
幹
放
送
事
業
者

各
政
党
の
届
出
候
補

者
数

回
数

テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン

放
送

日
本
テ
レ
ビ
放
送
網

株
式
会
社

一
人
又
は
二
人

三
人
か
ら
五
人
ま
で

六
人
か
ら
八
人
ま
で

九
人
か
ら
十
一
人
ま
で

十
二
人
以
上

一一二三四

ラ
ジ
オ

放
送

株
式
会
社
文
化
放
送

株
式
会
社
ニ
ッ
ポ
ン

放
送

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ラ

ジ
オ

一
人
又
は
二
人

三
人
か
ら
五
人
ま
で

六
人
か
ら
八
人
ま
で

九
人
か
ら
十
一
人
ま
で

十
二
人
以
上

一二四六八

二

ラ
ジ
オ
放
送
の
分
担

各
政
党
の

放
送
回
数
株
式
会
社
文
化

放
送

株
式
会
社
ニ
ッ

ポ
ン
放
送

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｓ

ラ
ジ
オ

一二四六八

一一一二三

一一二三

二二二

公

告

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
予
定
の
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議

員
選
挙
に
お
い
て
東
京
都
各
選
挙
区
の
選
挙
長
が
事
務
を
行
う
場
所

を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

場

所

東
京
都
第
一
区

千
代
田
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

千

代
田
区
九
段
南
一
丁
目
二
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
千
代
田
区
役

所
本
庁
舎
八
階
第
一
委
員
会
室

千
代
田

区
九
段
南
一
丁
目
二
番
一
号
）

東
京
都
第
二
区

台
東
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

台
東

区
東
上
野
四
丁
目
五
番
六
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
台
東
区
役
所

本
庁
舎
七
階
議
会
第
一
会
議
室

台
東
区

東
上
野
四
丁
目
五
番
六
号
）

東
京
都
第
三
区

品
川
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

品
川

区
広
町
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三
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十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
品
川

区
役
所
第
二
庁
舎
五
階
二
五
一
・
二
五
二

・
二
五
三
会
議
室

品
川
区
広
町
二
丁
目

一
番
三
十
六
号
）

東
京
都
第
四
区

大
田
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

大
田

区
蒲
田
五
丁
目
十
三
番
十
四
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
大
田

区
役
所
本
庁
舎
十
一
階
第
三
・
第
四
委
員

会
室

大
田
区
蒲
田
五
丁
目
十
三
番
十
四

号
）

東
京
都
第
五
区

世
田
谷
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

世

田
谷
区
世
田
谷
四
丁
目
二
十
二
番
三
十
三

号（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
は
せ
た
が
や
イ

ー
グ
レ
ッ
ト
ホ
ー
ル
（
世
田
谷
区
民
会

館
）
一
階
ホ
ワ
イ
エ

世
田
谷
区
世
田
谷

四
丁
目
二
十
一
番
二
十
七
号
）

東
京
都
第
六
区

世
田
谷
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

世

田
谷
区
世
田
谷
四
丁
目
二
十
二
番
三
十
三

号（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
は
せ
た
が
や
イ

ー
グ
レ
ッ
ト
ホ
ー
ル
（
世
田
谷
区
民
会

館
）
一
階
ホ
ワ
イ
エ

世
田
谷
区
世
田
谷

四
丁
目
二
十
一
番
二
十
七
号
）

東
京
都
第
七
区

港
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

港
区
芝

公
園
一
丁
目
五
番
二
十
五
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
港
区
役
所
九

階
大
会
議
室

港
区
芝
公
園
一
丁
目
五
番

二
十
五
号
）

東
京
都
第
八
区

杉
並
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

杉
並

区
阿
佐
谷
南
一
丁
目
十
五
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
杉
並
区
役
所

本
庁
舎
西
棟
六
階
第
五
・
第
六
会
議
室

杉
並
区
阿
佐
谷
南
一
丁
目
十
五
番
一
号
）

東
京
都
第
九
区

練
馬
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

練
馬

区
豊
玉
北
六
丁
目
十
二
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
練
馬
区
役
所

本
庁
舎
十
九
階
一
九
〇
二
会
議
室

練
馬

区
豊
玉
北
六
丁
目
十
二
番
一
号
）

東
京
都
第
十
区

文
京
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

文
京

区
春
日
一
丁
目
十
六
番
二
十
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
文
京
区
役
所

二
十
一
階
会
議
室

文
京
区
春
日
一
丁
目

十
六
番
二
十
一
号
）

東
京
都
第
十
一
区

板
橋
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

板
橋

区
板
橋
二
丁
目
六
十
六
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
板
橋

区
役
所
本
庁
舎
北
館
九
階
大
会
議
室
Ａ

板
橋
区
板
橋
二
丁
目
六
十
六
番
一
号
）

東
京
都
第
十
二
区

北
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

北
区
滝

野
川
二
丁
目
五
十
二
番
十
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
北
区
役
所
滝

野
川
分
庁
舎
四
階
監
査
会
議
室

北
区
滝

野
川
二
丁
目
五
十
二
番
十
号
）

東
京
都
第
十
三
区

足
立
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

足
立

区
中
央
本
町
一
丁
目
十
七
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
足
立
区
役
所

本
庁
舎
十
三
階
大
会
議
室
Ａ

足
立
区
中

央
本
町
一
丁
目
十
七
番
一
号
）

東
京
都
第
十
四
区

墨
田
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

墨
田

区
吾
妻
橋
一
丁
目
二
十
三
番
二
十
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
墨
田
区
役
所

十
三
階
一
三
一
会
議
室

墨
田
区
吾
妻
橋

一
丁
目
二
十
三
番
二
十
号
）

東
京
都
第
十
五
区

江
東
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

江
東

区
東
陽
四
丁
目
十
一
番
二
十
八
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
は
江
東
区
役
所

本
庁
舎
三
階
江
東
区
議
会
委
員
会
室

江

東
区
東
陽
四
丁
目
十
一
番
二
十
八
号
）

東
京
都
第
十
六
区

江
戸
川
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

江

戸
川
区
中
央
一
丁
目
四
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
江
戸

川
区
役
所
本
庁
舎
五
階
五
〇
四
会
議
室

江
戸
川
区
中
央
一
丁
目
四
番
一
号
）

東
京
都
第
十
七
区

葛
飾
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

葛
飾

区
立
石
五
丁
目
十
三
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
は
葛
飾
区
役
所

新
館
七
階
七
〇
三
会
議
室

葛
飾
区
立
石

五
丁
目
十
三
番
一
号
）

東
京
都
第
十
八
区

小
金
井
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

小

金
井
市
前
原
町
三
丁
目
四
十
一
番
十
五
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
小
金
井
市
役

所
本
庁
舎
三
階
第
一
会
議
室

小
金
井
市

本
町
六
丁
目
六
番
三
号
）

東
京
都
第
十
九
区

国
立
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

国
立

市
富
士
見
台
二
丁
目
四
十
七
番
地
の
一

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
三
十
分
ま
で
は
国
立

市
役
所
本
庁
舎
二
階
委
員
会
室

国
立
市

富
士
見
台
二
丁
目
四
十
七
番
地
の
一
）

東
京
都
第
二
十
区

東
村
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

東

村
山
市
本
町
一
丁
目
二
番
地
三

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
東
村

山
市
役
所
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
四
階
教
育
委

員
会
室

東
村
山
市
本
町
一
丁
目
二
番
地

三
）

東
京
都
第
二
十
一
区

立
川
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

立
川
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市
泉
町
千
百
五
十
六
番
地
の
九

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
正
午
ま
で
は
立
川
市
役
所
本
庁

舎
一
階
一
〇
一
会
議
室

立
川
市
泉
町
千

百
五
十
六
番
地
の
九
）

東
京
都
第
二
十
二
区

調
布
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

調
布

市
小
島
町
二
丁
目
三
十
五
番
地
一

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
調
布
市
役
所

一
階
め
じ
ろ
ホ
ー
ル

調
布
市
小
島
町
二

丁
目
三
十
五
番
地
一
）

東
京
都
第
二
十
三
区

町
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

町
田

市
森
野
二
丁
目
二
番
二
十
二
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
町
田
市
庁
舎

三
階
会
議
室

町
田
市
森
野
二
丁
目
二
番

二
十
二
号
）

東
京
都
第
二
十
四
区

八
王
子
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

八

王
子
市
元
本
郷
町
三
丁
目
二
十
四
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
は
八
王
子
市
役

所
本
庁
舎
八
階
八
〇
一
会
議
室

八
王
子

市
元
本
郷
町
三
丁
目
二
十
四
番
一
号
）

東
京
都
第
二
十
五
区

昭
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

昭
島

市
田
中
町
一
丁
目
十
七
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
昭
島
市
役
所

本
庁
舎
一
階
市
民
ホ
ー
ル

昭
島
市
田
中

町
一
丁
目
十
七
番
一
号
）

東
京
都
第
二
十
六
区

目
黒
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

目
黒

区
上
目
黒
二
丁
目
十
九
番
十
五
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
目
黒

区
総
合
庁
舎
地
下
一
階
第
十
五
・
第
十
六

会
議
室

目
黒
区
上
目
黒
二
丁
目
十
九
番

十
五
号
）

東
京
都
第
二
十
七
区

中
野
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

中
野

区
中
野
四
丁
目
十
一
番
十
九
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
中
野

区
役
所
本
庁
舎
七
階
七
〇
一
会
議
室

中

野
区
中
野
四
丁
目
十
一
番
十
九
号
）

東
京
都
第
二
十
八
区

練
馬
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

練
馬

区
豊
玉
北
六
丁
目
十
二
番
一
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
練
馬
区
役
所

本
庁
舎
十
九
階
一
九
〇
二
会
議
室

練
馬

区
豊
玉
北
六
丁
目
十
二
番
一
号
）

東
京
都
第
二
十
九
区

荒
川
区
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

荒
川

区
荒
川
二
丁
目
二
十
五
番
三
号

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で
は
荒
川
区
役
所

分
庁
舎
四
階
会
議
室

荒
川
区
荒
川
二
丁

目
二
十
五
番
三
号
）

東
京
都
第
三
十
区

多
摩
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

多
摩

市
関
戸
六
丁
目
十
二
番
地
一

（
た
だ
し
、
一
月
二
十
七
日
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分
ま
で
は
多
摩

市
役
所
第
二
庁
舎
会
議
室

多
摩
市
関
戸

六
丁
目
十
二
番
地
一
）

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
選

挙
分
会
長
の
事
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
予
定
の
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議

員
選
挙
に
お
け
る
東
京
都
選
挙
区
選
挙
分
会
長
の
事
務
を
行
う
場
所

を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
政

党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
に
つ
い
て

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
予
定
の
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議

員
選
挙
に
お
い
て
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
東
京
都
選
挙
管
理

委
員
会
に
す
る
届
出
、
申
請
等
の
受
付
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
二
十
五

階
一
一
七
会
議
室

新
宿
区
西

新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

同
月
二
十
八
日
以
降

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁

舎
北
塔
四
十
階
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